
（広 告）

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
の

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

茨
城
県
行
政
書
士
会

毎
月
、
無
料
相
談
会
を
開
催
中

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

（
視
覚
障
害
当
事
者
相
談
）の
ご
案
内

　

帳
簿
の
縦
覧
と
は
、
所
有
す
る
土
地
や

家
屋
の
価
格
（
評
価
額
）と
町
内
の
ほ
か
の

土
地
や
家
屋
の
価
格
と
を
比
較
し
、
適
正

に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
で

き
る
制
度
で
す
。

　

縦
覧
期
間
を
次
の
と
お
り
設
け
ま
す
。

縦
覧
期
間　

４
月
３
日（
月
）
〜
５
月
１
日

　

（
月)

※

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
。

縦
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

縦
覧
場
所　

税
務
課（
役
場
本
庁
舎
１
階)

縦
覧
で
き
る
方

　

町
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固
定

資
産
税
の
納
税
者
ま
た
は
納
税
管
理
人
お

よ
び
相
続
人
等

※

個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
本
人（
代

　

理
権
を
有
す
る
方
を
含
む
）以
外
へ
の
質

　

問
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

　

了
承
く
だ
さ
い
。

手
数
料　

無
料

持
参
品

・
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証

等
）

・
納
税
通
知
書
お
よ
び
課
税
明
細
書

・
委
任
状（
家
族
ま
た
は
代
理
人
の
場
合
）

・
相
続
関
係
が
わ
か
る
も
の（
相
続
人
の
場

合
）

問
合
せ　

税
務
課

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　

（
内
線
１
２
２
・
１
２
３
）

　

茨
城
県
行
政
書
士
会
は
、
暮
ら
し
や
事

業
の
中
で
の
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
・
ト
ラ
ブ

ル
の
相
談
に
無
料
で
応
じ
ま
す
。
事
前
申

し
込
み
は
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

相
談
日
時　

毎
月
、
第
２
火
曜
日

　

午
後
１
時
〜
４
時

相
談
場
所　

役
場
本
庁
舎
２
階

会
議
室

相
談
内
容　

相
続
・
遺
言
、
事
業
継
承
、

　

許
認
可
、
土
地
利
用
な
ど

相
談
員　

茨
城
県
行
政
書
士
会
水
戸
支
部

　

会
員

問
合
せ　

茨
城
県
行
政
書
士
会
水
戸
支
部

　

事
務
局

☎
０
２
９

－

２
５
１

－

３
１
０
１

　

不
動
産
鑑
定
士
が
、
不
動
産
の
価
格
な

ど
の
相
談
に
無
料
で
応
じ
る
、
不
動
産
無

料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時　

４
月
12
日
（
水
）

　

午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時

※

相
談
時
間
は
、
一
人（
一
組
）
１
時
間
程

　

度
と
し
ま
す
。

場
　
所　

茨
城
県
開
発
公
社
１
階

中
会

　

議
室
（
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８

－

２
５
）

※

別
日
に
日
立
市
、
土
浦
市
で
も
開
催
を

　

予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

持
参
品　

参
考
資
料
と
し
て
公
図
の
写
し

　

や
固
定
資
産
税
課
税
書
類
等
を
お
持
ち

　

く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

３
月
31
日（
金
）午
後
５
時
ま

　

で
に
、
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
先
・
問
合
せ　

一
般
社
団
法
人

茨
城

　

県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
０
２
９

－

２
４
６

－

１
２
２
２

　

茨
城
県
視
覚
障
害
者
協
会
で
は
、
目
が

見
え
に
く
い
方
・
見
え
な
い
方
の
相
談
を

視
覚
障
害
当
事
者
が
お
受
け
す
る
「
ふ
れ

あ
い
サ
ロ
ン
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
か
ら
開
設
日
時
・
場
所
が
次
の
と

お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

開
設
日
時　

毎
月
、
第
３
土
曜
日

　

午
前
10
時
30
分
か
ら

場
　
所　

水
戸
市
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

　

館
ミ
オ
ス(

水
戸
市
赤
塚
１

－

１)

対
象
者　

県
内
在
住
の
視
覚
障
害
者
と
そ

　

の
家
族
、
お
よ
び
視
覚
障
害
者
を
支
援

　

す
る
立
場
に
あ
る
方

申
込
方
法　

当
日
、
会
場
に
て
お
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い
。

※

３
月
は
15
日（
水
）午
後
１
時
30
分
か
ら
、

　

視
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
水
戸
市

　

袴
塚
１

－

４

－

64
）
に
て
開
設
し
ま
す
。

※

開
設
日
時
等
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
法
人

茨
城
県
視
覚
障

　

害
者
協
会

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

０
０
９
８



（広 告）

令
和
５
年
度

城
里
町
高
校
生
会
会
員
募
集

金
融
ト
ラ
ブ
ル
無
料
相
談
窓
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

国
家
公
務
員
を
募
集
し
ま
す

自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

　

財
務
省
関
東
財
務
局
水
戸
財
務
事
務
所

で
は
、
次
の
と
お
り
無
料
相
談
窓
口
を
設

置
し
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口

・
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
相
談
（
未
公
開
株
、

社
債
、
フ
ァ
ン
ド
）

・
電
子
マ
ネ
ー
詐
欺
相
談（
架
空
請
求
、
サ

ク
ラ
サ
イ
ト
）

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

３
１
９
５

※

平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

・
多
重
債
務
相
談（
借
金
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
、
各
種
ロ
ー
ン
）

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

３
１
９
０

※

平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30

分
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

問
合
せ　

関
東
財
務
局
水
戸
財
務
事
務
所

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

３
１
９
０

　

城
里
町
高
校
生
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
で
き
る
高
校

生
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

主
な
活
動

〇
高
校
生
会
総
会

　

開
催
日
時
／
５
月
中
旬
か
ら
下
旬
頃

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

　

場
所
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

〇
町
行
事
へ
の
協
力

・
ふ
れ
あ
い
の
船
事
業
の
引
率

・
公
民
館
講
座
の
運
営
補
助

・
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
補
助

〇
会
員
同
士
の
交
流
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
な
ど

年
会
費　

５
０
０
円

申
込
方
法　

年
会
費
を
持
参
の
う
え
、
教

　

育
委
員
会
事
務
局
ま
で
直
接
お
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

４
月
３
日（
月
）〜
24
日（
月
）

※

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
。

申
込
先
・
問
合
せ　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
９

－

２
８
８

－
３
１
３
５

　

自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部
で
は
、
一

般
幹
部
候
補
生
と
一
般
曹
候
補
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

一
般
幹
部
候
補
生

　

受
験
資
格

・
大
卒
程
度
／
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の

者（
20
歳
以
上
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒

　

（
見
込
含
）、
修
士
課
程
修
了
者
等（
見

　

込
含
）は
28
歳
未
満
の
者
）

・
院
卒
者
／
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
者

で
、
修
士
課
程
修
了
者
等（
見
込
含
）

　

第
１
次
試
験
日

①
４
月
22
日
（
土
）・
23
日（
日
）

※

23
日（
日
）
は
飛
行
要
員
の
み

②
６
月
24
日
（
土
）

受
付
期
限

①
４
月
14
日
（
金
）　

②
６
月
15
日（
木
）

※

飛
行
要
員
は
①
の
み

一
般
曹
候
補
生（
第
１
回
）

　

受
験
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

　

（
32
歳
の
者
は
採
用
予
定
月
の
末
日
現

　

在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
）

　

第
１
次
試
験
日　

５
月
20
日（
土
）・
21

　

日（
日
）の
う
ち
指
定
す
る
１
日

　

受
付
期
限　

５
月
９
日（
火
）

※

応
募
方
法
等
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課

☎
０
２
９

－

３
５
３

－

７
３
４
３（
直
通
）

自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部

水
戸
募
集

案
内
所

☎
０
２
９

－

２
２
６

－

９
２
９
４

　

人
事
院
は
、
令
和
５
年
度
国
家
公
務
員

採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

総
合
職
試
験（
院
卒
者
試
験
、大
卒
程
度
試

験
）

　

受
付
期
限　

３
月
20
日（
月
）

　

第
１
次
試
験
日　

４
月
９
日（
日
）

一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

　

受
付
期
限　

３
月
20
日（
月
）

　

第
１
次
試
験
日　

６
月
11
日（
日
）

一
般
職
試
験（
高
卒
者
試
験
、社
会
人
試
験

（
係
員
級
））

　

受
付
期
間　

６
月
19
日（
月
）〜
28
日（
水
）

　

第
１
次
試
験
日　

９
月
３
日
（
日
）　

申
込
方
法　

人
事
院
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ（
二
次
元
コ
ー
ド
）か

　

ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

人
事
院
関
東
事
務
局

☎
０
４
８

－

７
４
０

－

２
０
０
６
〜
８
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